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コミュニティ助成地域防災組織育成助成事業推薦団体基準 

 

制 定  平成１９年 ９月 ５日 

 

（目 的） 

第１条 この基準は、財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業のうちの地域防

災組織育成助成事業（以下「コミュニティ助成事業」という。）の対象団体として藤沢市が推薦

する団体を決定するための基準を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準において団体とは、藤沢市自主防災組織育成事業実施要綱（以下「要綱」という。）

第２条に規定する組織をいう。 

 

（推薦団体） 

第３条 コミュニティ助成事業に推薦する団体は、１団体とし、次に定める順位及び方法により決

定する。 

（１） 交付を受けた要綱第４条に規定する資機材整備補助金（以下「補助金」という。）の総額

が要綱第５条に規定する限度額（以下「限度額」という。）に達しており、かつ、補助金の

交付が、その年度の４月１日（以下「基準日」という。）以前に全て終了した団体とする。

この場合において、該当する団体が複数あるときは、次の表の世帯数、結成年数、及び補助

金経過年数の各項目に応じ定める点数の総計が最も高い団体とする。 

世帯数（注１） 結成年数（注２） 補助金終了経過年数(注２) 

～９９世帯 １点 ～２年 １点 ～２年 １点 

１００～１９９世帯 ２点 ３～５年 ２点 ３～５年 ２点 

２００～２９９世帯 ３点 ６～７年 ３点 ６～７年 ３点 

３００～３９９世帯 ４点 ８～１０年 ４点 ８～１０年 ４点 

４００～４９９世帯 ５点 １１～１２年 ５点 １１～１２年 ５点 

５００～５９９世帯 ６点 １３～１５年 ６点 １３～１５年 ６点 

６００～６９９世帯 ７点 １６～１７年 ７点 １６～１７年 ７点 

７００～７９９世帯 ８点 １８～２０年 ８点 １８～２０年 ８点 

８００～８９９世帯 ９点 ２１～２４年 ９点 ２１～２４年 ９点 

９００世帯以上 １０点 ２５年以上 １０点 ２５年以上 １０点 
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（注１）世帯数は、基準日現在の数とする。 

（注２）結成年数及び補助金交付終了経過年数は、団体を結成した年度又は補助金の交付が終了

した年度の４月１日から基準日の前日までの間の年数とする。 

（２） 前号に該当する団体がない場合は、次の表の世帯数、結成年数及び補 

助金交付率の各項目に応じ定める点数の総計が最も高い団体とする。 

世帯数(注１) 結成年数（注２） 補助金交付率（注３） 

～９９世帯 １点 ～２年 １点 ～１０% １点 

１００～１９９世帯 ２点 ３～５年 ２点 １１～２０％ ２点 

２００～２９９世帯 ３点 ６～７年 ３点 ２１～３０％ ３点 

３００～３９９世帯 ４点 ８～１０年 ４点 ３１～４０％ ４点 

４００～４９９世帯 ５点 １１～１２年 ５点 ４１～５０％ ５点 

５００～５９９世帯 ６点 １３～１５年 ６点 ５１～６０％ ６点 

６００～６９９世帯 ７点 １６～１７年 ７点 ６１～７０％ ７点 

７００～７９９世帯 ８点 １８～２０年 ８点 ７１～８０％ ８点 

８００～８９９世帯 ９点 ２１～２４年 ９点 ８１～９０％ ９点 

９００世帯以上 １０点 ２５年以上 １０点 ９１～９９％ １０点 

（注１）世帯数は、基準日現在の数とする。 

（注２）結成年数は、団体を結成した年度の４月１日から起算し、基準日の前日までの間の年数

とする。 

（注３）補助金交付率は、基準日現在における補助金の交付を受けている額を限度額で除した額

に１００を乗じた率とし、小数点第１位を四捨五入するものとする。 

（３） 前号の規定により計算された点数の総計が最も高い団体が複数ある場合は、その団体間に

おける抽選により決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度を含む過去１０箇年度においてコミュニティ助成事業によ

り助成金の交付を受けた団体は、推薦しない。 

 

附 則 

この採択基準は、平成１９年９月５日から施行する。 

この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

この基準は、令和２年４月１日から施行する。 


